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一般社団法人輸入住宅産業協会定款 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人輸入住宅産業協会と称する。 

 

（主たる事務所の所在地） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。 

 

（目的） 

第３条 この法人は、海外からパッケ－ジで輸入される住宅又は建築資材の相当程度を個

別に輸入して建築される住宅並びに輸入建築資材（以下「輸入住宅等」という。）

の我が国への導入及び普及促進を積極的に図ることにより、消費者への良質な住

宅の供給、多様な選択肢の提供等国民生活の向上に資するとともに併せて住宅産

業の発展に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．輸入住宅等の我が国への導入及び普及のための啓発事業 

（１）パンフレット等の作成及び配布 

（２）セミナ－、講習会等の実施 

（３）その他輸入住宅の導入及び普及促進に関すること 

２．輸入住宅等に関する情報の収集及び提供事業 

３．輸入住宅等に関する調査・研究事業 

４．国等が行う輸入住宅等の導入及び普及促進施策に対する協力事業 

５．ライフスタイルプランナー、ライフスタイルリフォームアドバイザー等の 

資格試験の実施及びこれらの資格取得者育成のための養成・教育事業 

６．会員を対象とした地盤保証に関する事業 

７．前各号に附帯する一切の事業 

 

第２章 会員 

 

（種別） 

第５条  この法人の会員は、第３条の目的に賛同する者をもって構成し、会員の種類は次

のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以

下「一般法」という）上の社員とする。 



一 正 会 員  輸入住宅の建設・販売事業または住宅資材の輸入・販売事業を営

む法人、輸入住宅の設備機器、インテリア、エクステリア、ガー

デニング等に係る事業を営む法人、輸入住宅の施工に関わる事業

を行う法人、輸入資材によるリフォームを行う法人、海外の設計

思想及びライフスタイルを推進する法人または団体であって、本

会の目的に賛同して入会した者 

二 賛助会員 この法人の趣旨に賛同する各国大使館・海外政府事務所など行政機

関の代表者 

三 協力会員 この法人との協力関係にある法人もしくは団体でこの法人の目的

に賛同して入会した者 

 

（入会） 

第６条  会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受

けなければならない。 

２ 正会員でない会員は、所定の会員資格変更申込書を会長に提出し、理事会の承認

を受けたときには、正会員の資格を得ることができる。 

３  前２項の申込みがあった場合において理事会は、入会資格の適否を第３条の目的

の趣旨に照らして審査するものとする。 

 

（入会金及び会費） 

第７条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。 

２ 特別な費用を要するときには、理事会の議決を経て、臨時会費又は特別負担金を

徴収することができる。 

３  入会金及び会費の額、支払方法などについては、本定款添付の別紙にて定める額

とする。 

４  既納の入会金及び会費は、会員の退会の場合においても、これを返還しない。 

 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別段に定める退会届を提出することにより、任意にいつ

でも退会することができる。 

 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに到ったときは、社員総会の決議によって当該会

員を除名することができる。 

（１）この定款その他の規則に違反したとき。 

（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 



（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（会員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その

資格を喪失する。 

（１）第７条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。 

（２）総正会員が同意したとき。 

（３）当該会員が解散したとき。 

 

 

第３章 社員総会 

 

（構成） 

第１１条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 

（権限） 

第１２条 社員総会は、次の事項について決議をする。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任または解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）計算書類等の承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）不可欠特定財産の処分の承認 

（８）基金の返還 

（９）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１３条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催するほか、

必要がある場合に開催する。 

 

（招集） 

第１４条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決定に基づき会長

が招集する。 

２ 総正会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社

員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求する



ことができる。 

 

（議長） 

第１５条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（議決権） 

第１６条 社員総会における議決権は、当該正会員が当該年度に支払義務を負う年会費の

金額の６万円毎に１個とする。ただし、端数部分については、切り捨て、議決

権を生じさせないものとする。 

 

（議決権の代理行使） 

第１７条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人としてその議決権を行

使することができる。 

２ 前項の場合には、正会員又は代理人は代理権を証明する書面を社員総会ごとに

提出しなければならない。 

 

（書面による議決権の行使） 

第１８条 書面による議決権の行使は、社員総会の日時の直前の業務終了時までに議決権

行使書面に必要な事項を記載し、この法人に提出して行う。 

２ 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決

権の数に算入する。 

（決議） 

第１９条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会

員の半数以上の正会員が出席し、総議決権数の半数以上をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総議決

権数の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）不可欠特定財産の処分 

（６）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の

決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第２２条に

定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多

い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 



 

（社員総会の決議の省略等） 

第２０条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

２ 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会

への報告があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２１条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第４章 役員 

 

（役員の設置） 

第２２条 この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事３名以上１０名以内 

（２） 監事１名以上２名以内 

２ 理事のうち１名を会長、５名以内を副会長とする。 

３ 前項の会長を、一般法上の代表理事とする。 

 

（役員の選任） 

第２３条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２ 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２４条 理事は、理事会を構成し法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業

務を執行する。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２５条 監事は、理事の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。 



２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人業務

及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第２６条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時社員総会の終結の時までとする。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで

とする。 

３ 理事又は監事は、第２２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又

は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又

は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２７条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

（報酬等） 

第２８条 社員総会の決議により、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、

報酬等を支給することができる。 

２ 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。 

 

（責任の一部免除） 

第２９条 当法人は、役員の一般法第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める

要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定め

る最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 

 

第５章 理事会 

 

（理事会の設置及び構成） 

第３０条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３１条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長の選定及び解職 



 

（招集） 

第３２条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（決議） 

第３３条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の

決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３４条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第６章 基金 

 

（基金の拠出） 

第３５条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

 

（基金の募集） 

第３６条 基金の募集及び割当て、払込み等の手続に関しては、理事会の承認を要するも

のとし、別途「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。 

 

（基金拠出者の権利） 

第３７条 基金は、前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しないものとする。 

 

（基金の返還） 

第３８条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法第１４１条第２項に定め

る額の範囲内で行うものとする。 

 

（代替基金の積立） 

第３９条 基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として

積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。 

 

第７章 資産及び会計 



 

（事業年度） 

第４０条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４１条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、

会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４２条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類

を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなけ

ればならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の

承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の付属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細書 

（６）財産目録 

 

（剰余金） 

第４３条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

第８章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４４条 この定款は社員総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第４５条 この法人は社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第４６条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる

法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 



 

 

第９章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第４７条 この法人の公告方法は官報に掲載する方法による。 

 

第１０章 附則 

 

（設立時の役員） 

第４８条 この法人の設立時の理事、監事及び代表理事は次のとおりとする。 

設立時理事 岡田正人 

設立時理事 新本恭雄 

設立時理事 町田宏子 

設立時理事 田澤剛一 

設立時理事 黒田和利 

設立時理事 岡田正廣 

設立時監事 高橋信生 

  設立時代表理事 岡田正人 

 

（設立時社員の氏名、住所） 

第４９条 設立時社員の名称、住所は次のとおりである。 

１ 住   所  東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

設立時社員  スウェーデンハウス株式会社 代表取締役 岡田正人 

２ 住   所  札幌市中央区南十九条西九丁目２番２８号 

設立時社員  北洋交易株式会社 代表取締役 岡田正人 

３ 住   所  仙台市青葉区上杉二丁目１番１４号 

設立時社員  セルコホーム株式会社 代表取締役 新本恭雄 

  ４ 住   所  東京都港区北青山三丁目３番１３号共和五番館４Ｆ 

    設立時社員  株式会社町田ひろ子アカデミー 代表取締役 町田宏子 

  ５ 住   所  千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ワールドビジネスガーデンマリ

ブイースト１７階 

    設立時社員  株式会社フロンヴィルホーム千葉 代表取締役 田澤剛一 

  ６ 住   所  石川県加賀市黒瀬町カ１２０番地 

    設立時社員  株式会社クロダハウス 代表取締役 黒田和利 

  ７ 住   所  東京都渋谷区東三丁目１４番１５号 



    設立時社員  株式会社サンタ通商 代表取締役 初田徹夫 

  ８ 住   所  千葉県君津市外箕輪三丁目５番２４号 

    設立時社員  株式会社フジノホーム 代表取締役 藤野宏治 

  ９ 住   所  東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１４号 

    設立時社員  株式会社東急ホームズ 代表取締役 山口洋次郎 

  １０住   所  東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

    設立時社員  三菱商事株式会社 代表取締役 中原秀人 

  １１住   所  札幌市中央区北一条西十丁目１番１７号 

    設立時社員  株式会社ヤマチコーポレーション 代表取締役 山地章夫 

  １２住   所  千葉県船橋市夏見台三丁目６番１６号 

    設立時社員  ドンナハウス株式会社 代表取締役 磯部泰世 

  １３住   所  東京都江東区新木場一丁目７番２２号 

    設立時社員  ブルース・ジャパン株式会社 代表取締役 中井勝弘 

  １４住   所  東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

    設立時社員  スウェーデンハウスリフォーム株式会社 代表取締役 小島敏之 

  １５住   所  東京都江東区木場二丁目１５番１２号 

    設立時社員  プライムトラス株式会社 代表取締役 久保隆一 

 

 

（最初の事業年度） 

第５０条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成２６年３月末日までと

する。 

 

（法令の準拠） 

第５１条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法その他の法令に従う。 



 

以上一般社団法人輸入住宅産業協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員全員

が次に記名押印する。 

 

平成  年  月  日 

 

設立時社員      スウェーデンハウス株式会社 

代表取締役 岡田正人 

 

設立時社員           北洋交易株式会社 

代表取締役 岡田正人 

 

設立時社員         セルコホーム株式会社 

代表取締役 新本恭雄 

 

設立時社員     株式会社町田ひろ子アカデミー 

代表取締役 町田宏子 

 

設立時社員    株式会社フロンヴィルホーム千葉 

代表取締役 田澤剛一 

 

設立時社員         株式会社クロダハウス 

代表取締役 黒田和利 

 

設立時社員          株式会社サンタ通商 

代表取締役 初田徹夫 

 

設立時社員         株式会社フジノホーム 

代表取締役 藤野宏治 

 

設立時社員         株式会社東急ホームズ 

代表取締役 山口洋次郎 

 

設立時社員           三菱商事株式会社 

代表取締役 中原秀人 

 



設立時社員    株式会社ヤマチコーポレーション 

代表取締役 山地章夫 

 

設立時社員         ドンナハウス株式会社 

代表取締役 磯部泰世 

 

設立時社員      ブルース・ジャパン株式会社 

代表取締役 中井勝弘 

 

設立時社員 スウェーデンハウスリフォーム株式会社 

代表取締役 小島敏之 

 

設立時社員        プライムトラス株式会社 

代表取締役 久保隆一 



別紙 

入会金及び会費規定 

 

 一般社団法人輸入住宅産業協会定款（以下「本定款」という。）第７条第３項の規定によ

り、入会金及び会費の額、支払方法等について、次の通り定める。 

 

１ 入会金及び会費の額 

（１）入会金 

正会員Ａ ２０万円 正会員Ｂ １５万円 

正会員Ｃ １０万円 協力会員 ２０万円 

（２）会費（年額） 

正会員Ａ ３６万円 正会員Ｂ １８万円 

正会員Ｃ  ９万円 協力会員 １８万円 

（３）賛助会員については、入会金及び会費を徴しないものとする。 

 

尚、正会員Ａ、Ｂの区分は以下の通りとし、正会員は、その区分の変更を希望する場合

は、理事会の承認を受けなければならないものとする。 

正会員Ａ 売上規模 10憶円以上を有する者を標準とする。 

正会員Ｂ 売上規模 2憶円以上を有する者を標準とする。 

正会員Ｃ 売上規模 2憶円未満を有する者を標準とする。 

年度の途中で正会員区分の変更があった場合は、第４項第３号及び第４号に準じて、既

納年額会費との差額を速やかに支払うものとし、既納の会費については返金しないものと

する。 

 

２ 役員所属会員の会費 

（１）会長会員（会長の所属する会員をいう。） 

正会員Ａ会費年額の３倍 

（２）副会長会員（副会長の所属する会員をいう。） 

正会員Ａ会費年額の２．５倍 

（３）その他の役員（その他の役員の所属する会員をいう。） 

正会員Ａ会費年額の２倍 

 

尚、年度の途中で役員所属会員となった場合は、第４項第３号及び第４号に準じて、既

納年額会費との差額を速やかに支払うものとし、年度の途中で役員の所属しない会員とな

った場合であっても既納の会費については返金しないものとする。 

 



３ 入会金及び会費の支払方法 

（１）会員は、本定款第６条第１項の規定による入会申込書を提出し、理事会が承認した

日（以下「入会承認日」という。）以降、速やかに所定の入会金を支払うものとする。 

（２）初年度における会費は、年額会費を月額に案分した額に、入会承認日の属する月の

翌月から計算し、当該年度内の残りの月数を乗じた額とし、入会金と同時に支払う

ものとする。 

（３）２年度目以降の会費は、所定の額を当該年度の初月の末日までに支払うものとする。 

 

４ 会員資格の変更の際の会費の支払方法 

（１）本定款第６条第２項の規定により、正会員の資格を得た会員については、所定の入

会金の支払義務を免除するものとし、また既納の入会金については返金しないもの

とする。 

（２）本定款第６条第２項の規定により、正会員の資格を得た会員は、会員資格変更申込

書を会長に提出し、理事会が承認した日（以下「変更承認日」という。）以降、速や

かに所定の会費を支払うものとする。 

（３）変更承認日の属する年度における会費は、①変更前の年額会費に加えて、②変更後

の年額会費を月額に案分した額と変更前の年額会費を月額に案分した額の差額に、

変更承認日の属する月の翌月から計算し、当該年度内の残りの月数を乗じた額とし、

変更承認日以降、既納の年額会費との差額を速やかに支払うものとする。 

（４）前号の規定は、変更後の年額会費が変更前の年額会費を上回る場合に適用されるも

のとし、変更後の年額会費が変更前の年額会費を下回る場合であっても既納の会費

については返金しないものとする。 

（５）会員資格の変更後２年度目以降の会費は、所定の額を当該年度の初月の末日までに

支払うものとする。 

（６）本項の規定は、理事会の承認を受けて会員資格を変更し、正会員から正会員以外の

会員となった場合についても準用されるものとする。 

５ 支払先口座の指定 

入会金及び会費は、一般社団法人輸入住宅産業協会が指定した口座に振り込むものと

する。 

 

６ 本規定の適用日 

 この規定の適用は、令和４年２６年４月１日からとする。 

 

 


